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第１回 ４月１１日 ○ 精神保健医療福祉の改革の経緯及び現状について

第２回 ５月 １日 ○ 地域生活支援体制の充実について

第３回 ５月２９日 ○ 精神保健医療体系について

第４回 ６月１９日 ① 精神疾患に関する理解の深化について ② 精神障害者の方からのヒアリング

③ 地域移行の実践に関するヒアリング

第５回 ６月２５日 ① 「精神病床の利用状況に関する調査」報告について

② 諸外国の精神保健医療福祉の動向について

第６回 ７月１６日 ○ これまでの議論の整理と今後の検討の方向性について

第７回 ７月３１日 ○ これまでの議論の整理と今後の検討の方向性（論点整理）について

第８回 ８月２１日 ○ 有識者からのヒアリング

９月 ３日 これまでの議論の整理と今後の検討の方向性（論点整理）公表

第９回 ９月 ３日 ① 論点整理の報告について ② 平成２１年度概算要求の報告について

③ 障害者部会の状況報告について ④ 今後の進め方について

⑤ 「精神病床の利用状況に関する調査」報告（詳細）について

第１０回 ９月２５日 ① 地域生活への移行・地域生活の支援について

② 精神科救急・精神保健指定医について

第１１回 １０月１７日 ○ 相談支援について

第１２回 １０月２９日 ① 就労・社会適応訓練事業について ② 精神保健指定医の確保について

③ 「精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会」中間報告について

第１３回 １１月 ７日 ○ 障害者自立支援法の見直し等について（「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会 中間まとめ」）

第１４回 １１月１３日 ① 相談体制における行政機関の役割について

② 障害者自立支援法の見直し等について（「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会 中間まとめ」）

１１月２０日 今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会 中間まとめ 公表

検討会の開催経緯
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今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会

中間まとめ

平成２０年１１月２０日
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改革ビジョンの後期５年間の重点施策群の策定に向けて、精神保健医療に関する事項や国民の理解の深化（普及啓発）に関する

事項等、この中間まとめに盛り込まれていない事項について、「論点整理」に基づき、今後更に集中的に検討を行い、今後の精神保

健医療福祉施策の全体像のとりまとめを目指す。

①障害者自立支援法、精神保健福祉法の改正等の制度的な見直し、②障害福祉サービスの報酬における評価の見直し、③関係

予算の確保等により施策の具体化を図る。

精神障害者の地域生活への移行及び地域生活の支援については、精神障害者の特性を十分に踏まえて、以下を基本的な考え方

とする。その際、病院等から地域生活への移行を目指す者だけではなく、家族と同居している者への支援についても推進する。

① 障害者自立支援法に基づくものをはじめとする相談支援の充実強化を今後の施策の中核として位置付ける。

② ケアマネジメント機能及び相談支援の中核を担う地域自立支援協議会の機能の充実を図る。

③ 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスと保健医療サービスとの密接な連携の下で、複合的なサービス提供ができる体制

の一層の充実を図る。

○ 「精神保健医療福祉の改革ビジョン」（平成１６年９月）における「入院医療中心から地域生活中心へ」という基本的方策を更に

推し進め、改革ビジョンの後期５か年（平成２１年９月以降）の重点施策群の策定に向けて、本年４月より検討を開始。

○ ９月には、「これまでの議論の整理と今後の検討の方向性【論点整理】」を取りまとめ。

○ ９月以降、この「論点整理」に基づき、引き続き検討を進め、精神障害者の地域生活への移行及び地域生活への支援に関し、

今回、障害者自立支援法の見直し等に向けた意見を取りまとめ。

精神障害者の地域生活への移行及び地域生活の支援の一層の推進に向けて

１．本検討会における議論の経過

２．基本的な考え方

３．個別に対応すべき事項

４．今後の検討に向けて



9

（１）地域生活の拡充のための相談支援について

（相談支援体制の充実強化）

○ 総合的な相談を行う拠点的な機関の設置等、地域における総合的な相談支援体制の充実

○ 退院等に向けた地域生活の準備のための同行等の支援に加え、民間住宅等への入居時の支援や緊急時に対応

できる地域生活における２４時間の支援等について、全国のどの地域においても実施されるよう、評価を充実

（ケアマネジメント機能の拡充）

○ 病院等から地域生活への移行を目指す者等を含めたサービス利用計画作成費の対象者の拡大

○ サービス利用計画の作成手続の見直し、作成後の継続的なモニタリングの実施

（自立支援協議会の活性化）

○ 自立支援協議会の機能の充実と法律上の位置付けの明確化

（相談支援の質の向上）

○ 相談支援を担う人材の養成とその資質の向上

○ 精神障害者又は家族同士のピアサポートの推進

（２）相談体制における行政機関の役割について

○ 精神保健に関する相談への対応や、医療に関する相談や複雑困難なケースへの対応等、市町村、保健所、精神保健

福祉センターによる精神保健福祉に関する相談体制を具体化

（３）精神保健福祉士の養成のあり方等の見直しについて

○ 精神障害者の地域生活の支援を担う役割の明確化等の制度的対応、カリキュラム見直しの検討

個別に対応すべき事項①

① 相談支援について
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（１）住まいの場の確保について

（グループホーム・ケアホームの整備促進・サービスの質の向上）

○ 整備費の助成制度や公営住宅の活用等を通じた整備促進、夜間支援体制の確保等サービスの質の向上

（公営住宅への入居促進）

○ 優先枠設定等による優先入居の一層の普及、民間住宅の借上げによる公営住宅の供給の促進 等

（公営住宅のグループホーム・ケアホームとしての活用促進）

○ 改良工事費への助成の充実等、活用促進のための方策を推進

（民間賃貸住宅への入居促進）

○ 「あんしん賃貸支援事業」の更なる普及、公的家賃債務保証制度の拡充・普及 等

（２）生活支援等障害福祉サービス等の充実について

（訪問による生活支援の充実等）

○ 訪問による生活訓練の評価の充実等、訪問による生活支援の充実

（ショートステイ（短期入所）の充実）

○ 精神障害者本人による利用の拡大、評価の充実を通じたショートステイの充実

（就労支援等）

○ 就労系障害福祉サービスの機能の充実と雇用施策との連携強化、雇用支援の一層の推進・充実

○ 障害者就業・生活支援センターの全障害福祉圏域での設置に向けた整備促進と関係機関との連携強化

○ 社会適応訓練事業の果たしている機能の障害者施策全体の中での位置付けの明確化

（家族に対する支援）

○ 効果的な家族支援の一層の推進

② 地域生活を支える福祉サービス等の充実について

個別に対応すべき事項②
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○ 精神障害者の地域生活への移行及び地域生活の支援について、施策の推進体制を制度上明確化

○ 精神保健医療福祉従事者の責務の明確化

○ 地域生活への移行及び地域生活の支援に必要な体制整備を行う機能の更なる充実

○ 入院中の段階から、試行的にグループホーム等での生活の体験や通所系の福祉サービスの利用ができる仕組みの導入

（１）精神科救急医療の充実について

○ 都道府県による精神科救急医療体制の確保やモニタリングの実施等の制度化

○ 精神科救急医療と一般救急医療との連携の制度化

（２）精神保健指定医の確保について

○ 都道府県による医療機関や指定医への協力依頼や輪番制等の体制整備の促進

○ 精神保健指定医が、措置診察等の公務員としての業務や精神科救急医療等の都道府県における精神医療体制の

確保に協力すべきことについて法定化

○ 失念等により精神保健指定医資格の更新期限を超えた場合、再取得の際に一定の配慮を行うことについて制度化

※ 措置診察等の業務への参画を精神保健指定医の資格更新の要件とすること等については、その適否を含め将来的

に検討

③ 精神科救急医療の充実・精神保健指定医の確保について

④ 入院中から退院までの支援等の充実について

個別に対応すべき事項③
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今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会

論点整理

平成２０年９月３日
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○ 現在の長期入院患者の問題は、入院医療中心であった我が国の精神障害者施策の結果であり、行政をはじめその関係者は、

その反省をすべき。

○ 精神保健医療福祉施策に関しては、今後も、「入院医療中心から地域生活中心へ」との基本的理念に基づき、今後の施策立

案・実施に当たるべき。

○ その際、将来あるべき姿（ビジョン）を示し、数値目標を定め、ロードマップを明確にし、定期的に進捗状況を評価するという流れ

を徹底すべき。

【具体的施策の方向性】

①地域生活を支える支援の充実 ②精神医療の質の向上（精神疾患の早期発見・支援のための体制確保を含む）

③精神疾患に関する理解の深化 ④長期入院患者を中心とした地域生活への移行・定着支援

（１） 統合失調症患者を中心とした地域生活への移行と地域生活の支援の一層の推進

改革ビジョンに掲げた方向性に沿って、障害者自立支援法の見直しとあわせて一層の推進を図る。

（２） 認知症患者への対応等新たな課題への対応

（１）に加え、増加する認知症患者に対する入院・入所機能のあり方の検討や児童・思春期等精神保健医療の直面する新たな

課題への対応を図る。

平成１６年９月に策定された「精神保健医療福祉の改革ビジョン」における「入院医療中心から地域生活中心へ」という基本的方策

を更に推し進め、精神保健医療福祉施策に関する抜本的見直しのための改革ビジョンの後期５か年（平成２１年９月以降）の重点施

策群の策定に向けて、本年４月より、「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」を開催し、検討を開始。これまでの議

論の整理、今後の検討の方向性に関する論点のとりまとめを行う。

今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会（論点整理）

１．本検討会における議論の経過

２．精神保健医療福祉の課題

３．今後の精神保健医療福祉施策の基本的考え方
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・ 入院期間１年以上の長期入院者群に重点を置いて、統合失調症患者を中心とした地域生活への移行及び
地域生活の支援施策を行う。

・ 新たな長期入院を生み出さないという基本的な姿勢に立って、地域生活への移行を促す。

・ 長期入院患者の特性に応じたきめ細かい施策を実施する。

相談支援

○ 障害者自立支援法に基づく相談支援の充実、ケアマネジメント機能の拡充

○ 相談支援体制の中核を担う地域自立支援協議会の機能の充実

○ 精神保健の分野も含め、市町村・都道府県・精神保健福祉センター等、行政機関の役割の制度上の明確化

○ 保健福祉分野と学校教育分野の連携の強化

福祉サービス等の充実

○ 住まいの場の確保（公営住宅、民間住宅の活用促進等）、訪問による生活支援の充実、効果的な家族支援の検討

地域生活を支える医療の充実

○ 精神科救急医療に係る都道府県による体制確保、一般救急医療との連携に関する制度上の位置付けの検討

○ 精神保健指定医の確保のための具体的方策（５年毎の更新要件の見直し等）の検討

入院中から退院・退所までの支援の充実

○ 退院・退所時の個別支援の充実、地域移行・地域定着に必要な体制整備の充実

４．統合失調症患者を中心とする地域生活への移行及び地域生活の支援

主な検討課題

※障害者自立支援法の見直しとあわせて議論
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・ 医療制度全体の取組の状況を踏まえて、精神保健医療の水準の向上を目指す。

・ 将来的な病床の機能分化や医療体制の姿を提示する。

・ 機能（統合失調症、認知症等）に応じた入院機能の明確化、統合失調症患者の地域移行の更なる促進
による病床数の適正化を図る。

入院医療

○ 病期や疾患に応じた入院機能の明確化、病床機能分化の推進

○ 人員・構造等の基準、機能に応じた病床の必要数、機能強化の方策等、今後の精神病床のあり方の検討

通院・在宅医療

○ 精神科デイ・ケア等の患者の症状等に応じた機能強化・分化や精神科訪問看護等の在宅医療の充実のための

方策を検討

医療体制・連携

○ 今後の精神医療体制のあり方を検討

（制度的な位置付け、精神科救急医療体制、病院と診療所との機能分担・連携、身体合併症の患者への医療提供

のあり方、一般医療との連携、早期支援）

○ 他のサービスや関係機関との連携が必要と考えられる分野（認知症、依存症、児童・思春期等）について、体制の

あり方を検討

※特に認知症について、精神病床や介護保険施設等の入院・入所機能を含めた体制の全体像の検討

人材の確保・資質の向上をはじめとした精神医療の質の向上

○ 医療関係職種の確保や資質の向上のための方策を検討

５．精神保健医療体系の再構築

主な検討課題

※増加する認知症患者への対応をはじめ、精神保健医療の直面する新たな課題への対応についても今後重点
的に議論
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精神疾患の早期発見・早期対応による重症化の防止を図る。

○ ターゲット（疾患、年代等）の明確化、ターゲットに応じた効果的な普及啓発の手法や実施主体の検討

○ 学齢期の若者等に対する普及啓発の重点的な実施

○ 統合失調症に関する理解の進展を目標とした普及啓発の重点的な実施

○ 統合失調症患者を中心とする地域生活への移行・支援に関する事項については、障害者自立支援法の改正に
あわせて本年中に具体化

○ 精神保健医療を含め、精神保健医療福祉施策の全体像の取りまとめは、平成２１年夏を目途

○ 精神病床数に係る目標値の設定や今後の取組の方向性については、引き続き議論

６．精神疾患に関する理解の深化（普及啓発）

主な検討課題

７．今後の検討に向けて
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・ 訪問による生活支援の充実等 

・ ショートステイ（短期入所）の充実 

・ 就労支援等 

・ 家族に対する支援 

 
３．精神科救急医療の充実・精神保健指定医の確保について 

（１）精神科救急医療の充実について 

（２）精神保健指定医の確保について 

 
４．入院中から退院までの支援等の充実について 

 

 

Ⅲ 今後の検討に向けて 
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精神障害者の地域生活への移行及び地域生活の支援の一層の推進に向けて 

「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会（中間まとめ）」 

 

 

 

平成２０年１１月２０日 

今後の精神保健医療福祉の 

あり方等に関する検討会 

 

 

 本検討会においては、平成１６年９月に策定された「精神保健医療福祉の改

革ビジョン」（以下「ビジョン」という。）における「入院医療中心から地域生

活中心へ」という基本的方策を更に推し進めるという共通認識の下、精神保健

医療福祉施策に関する抜本的見直しのためのビジョンの後期５か年（平成２１

年９月以降）の重点施策群の策定に向けて、本年４月より検討を開始し、９月

には、それまでの議論を踏まえ、「これまでの議論の整理と今後の検討の方向

性【論点整理】」において論点の取りまとめを行った。 

 本検討会においては、この論点に基づき、精神障害者の地域生活への移行及

び地域生活の支援に関連する事項について、９月以降引き続き検討を進めてき

たところであるが、これまでの議論を踏まえ、精神障害者の地域生活への移行

及び地域生活の支援に関し、障害者自立支援法の見直し等に向けた本検討会と

しての意見を以下のとおり取りまとめた。 

 

 

 

Ⅰ 基本的な考え方 

 

  障害者自立支援法の見直し等に当たり、精神障害者の地域生活への移行及 

び地域生活の支援については、精神障害者の特性を十分に踏まえて、以下を 

基本的な考え方とすべきである。 

  なお、精神障害者の地域生活への移行及び地域生活の支援に当たっては、 

病院等から地域生活への移行を目指す者だけではなく、家族と同居している 

者への支援についても推進すべきである。 

 

 ① 障害者自立支援法に基づくものをはじめとする相談支援については、日

常の継続的な支援や緊急時の支援を通じて、精神障害者が安心して地域生

活を営むことを支えるとともに、地域生活を営む精神障害者に対する様々

な支援を結び付け円滑に利用できるようにする重要な機能であり、その充

実強化を今後の施策の中核として位置付ける。 
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② 地域における相談支援が十分に機能するためにも、多様な支援を必要と

する精神障害者に対してケアマネジメントを行う機能の充実を図る。 

あわせて、相談支援の中核を担うべき地域自立支援協議会についてもそ

の機能の充実を図る。その際、地域自立支援協議会への当事者の参画を促

進する。 

  

③ 精神障害者の地域生活への移行及び地域生活の支援については、障害者

自立支援法に基づく障害福祉サービスと保健医療サービスとの密接な連

携の下で行われることが不可欠であり、これらのサービスの複合的な提供

を含めてその体制の一層の充実を図る。 

   また、住まいの場については、精神障害者が地域生活を営むに当たり最 

も重要な基盤の１つであることを踏まえ、国及び地方公共団体は、その確

保のために重点的な取組を行う。 

 

 

 

Ⅱ 個別に対応すべき事項 

 

  以下の個別の事項のそれぞれについて、障害者自立支援法、精神保健福祉 

法の改正等の制度的な見直し、障害福祉サービスの報酬における評価の見直 

し、関係予算の確保等により、施策の具体化を図るとともに、国・地方公共 

団体が一体となってその推進に当たるべきである。 

 

 

１．相談支援について 

 

（１）地域生活の拡充のための相談支援について 

 

（相談支援体制の充実強化） 

 ○ 精神障害者が病院等から地域生活に移行し、安心して地域生活を営ん

でいけるよう、総合的な相談を行う拠点的な機関の設置等、地域におけ

る総合的な相談支援体制を充実すべき。 
 

○ 精神障害者地域移行支援特別対策事業において行われている、病院か

らの退院等に向けた地域生活の準備のための同行等の支援に加え、居住

サポート事業が担っている民間住宅等への入居時の支援や緊急時に対

応できる地域生活における２４時間の支援等について、全国のどの地域

においても実施されるよう、個々の支援を評価する仕組みに改めるなど、

充実を図るべき。 
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